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死
刑
を
執
行
さ
れ
た
死
刑
囚
の
遺
体
・
遺
骨
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

死
刑
囚
の
遺
体
・
遺
骨
の
遺
族
等
へ
の
引
き
渡
し
に
関
し
て
、

一

引
き
渡
す
際
の
本
人
の
意
思
の
尊
重
、
引
き
渡
し
を
受
け
る
親
族
の
順
位
等
の
ル
ー
ル
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

本
人
の
意
思
に
つ
い
て
、
遺
族
の
間
に
争
い
が
あ
る
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

複
数
の
親
族
が
遺
骨
の
引
き
渡
し
を
希
望
し
た
場
合
に
分
骨
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

親
族
等
が
引
き
渡
し
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
第
百
七
十
七
条

「
死
体
の
埋
葬
又
は
火
葬
を
行
う
者
が
な
い
と
き
は
」
、
「
そ
の
埋
葬
又
は
火
葬
は
、
刑
事
施
設
の
長
が
行
う
も
の
と
す

る
。
」
と
の
定
め
に
従
う
も
の
と
解
す
る
が
、
火
葬
し
た
遺
骨
等
の
引
き
渡
し
を
親
族
等
が
望
ま
な
い
場
合
に
海
洋
散
骨
す

る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

遡
れ
ば
、
Ａ
級
戦
犯
及
び
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
遺
体
は
久
保
山
火
葬
場
で
火
葬
さ
れ
た
後
、
遺
骨
は
米
軍
が
海
中
に
投
棄
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
遺
骨
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
Ａ
級
戦
犯
の
弁
護
人
だ
っ
た
三
文
字
正
平
氏
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ

れ
、
静
岡
県
熱
海
市
に
あ
る
興
亜
観
音
に
収
め
ら
れ
た
後
、
七
士
之
碑
（
静
岡
県
熱
海
市
）
、
殉
国
七
士
墓
（
愛
知
県
西
尾

一



市
）
、
七
光
無
量
寿
之
墓
（
長
野
県
長
野
市
）
に
分
骨
さ
れ
た
と
聞
く
。
ま
た
米
軍
は
、
国
際
テ
ロ
組
織
「
ア
ル
・
カ
イ
ー

ダ
」
の
指
導
者
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の
遺
体
を
ア
ラ
ビ
ア
海
北
部
で
水
葬
し
た
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
例
え
ば
、
死
刑
囚
が
「
カ
ル
ト
教
団
」
の
指
導
者
で
あ
る
よ
う
な
特
別
の
場
合
に
は
、
遺
骨
が
崇
拝

の
対
象
と
な
っ
た
り
、
埋
葬
場
所
が
「
聖
地
」
化
し
な
い
よ
う
に
、
一
定
の
場
合
に
は
特
別
の
配
慮
が
必
要
で
は
な
い
か
と

考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


